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様式第 1－1 号  

平成２９年８月１６日  

 

 

三木市地域公共交通会議  委員各位  

 

 

名     称  三木市  

住     所  三木市上の丸町１０番３０号  

代表者の氏名  三木市長  仲田  一彦  

 

 

自家用無償旅客運送の一部変更について  

 

 

 このたび、自家用無償旅客運送の一部変更について、下記のとおり報告します。 

 

 

記  

 

 

１．名称、住所、代表者の氏名  

  三木市  

  三木市上の丸町１０番３０号  

  三木市長  仲田  一彦  

 

 

２．自家用自動車無償旅客運送の種別   

「市町村運営無償運送：交通空白輸送」  

 

路線又は運送の区域  

 (1) 路  線（交通空白輸送に係るもの）  

  

資料４ 
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 【既に運行している系統】  

 

 

 【新規に運行を開始する系統】  

 

 【既に運行している系統のうち、変更を要する系統】  

 起   点  主たる経過地  終   点  キロ程 

１  

口吉川町公民館  

三木市口吉川町殿畑 144  
久次・里脇・桃坂  

口吉川町公民館  

三木市口吉川町殿畑 144  
２６㎞  

※上記路線を基軸とし、バス停や町内の診療所・公民館等へデマンド運行する。  

２  
別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 

相野・高木西ＢＳ  

別所町郵便局  

別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 
２０㎞  

３  
別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 

下石野・和田  

近藤・高木西ＢＳ  

別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 
１３㎞  

４  
別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 

相野・興治ＢＳ  

大山  

別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 
１５㎞  

５  

自由が丘中公園  

バス待合施設  

（わくわくステーション）  

三木市志染町  

中自由が丘２丁目３７２番１３号  

志染駅・自由が丘本町 ・  

恵比須駅・服部病院  

自由が丘中公園  

バス待合施設  

（わくわくステーション）  

三木市志染町  

中自由が丘２丁目３７２番１３号  

９㎞  

６  

自由が丘中公園  

バス待合施設  

（わくわくステーション）  

三木市志染町  

中自由が丘２丁目３７２番１３号  

東自由が丘  

１丁目～３丁目  

自由が丘中公園  

バス待合施設  

（わくわくステーション）  

三木市志染町  

中自由が丘２丁目３７２番１３号  

５㎞  

７  
細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
大二谷  

細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
２２㎞  

８  
細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
高畑・脇川  

細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
１７㎞  

 起   点  主たる経過地  終   点  キロ程 

     

 起   点  主たる経過地  終   点  キロ程 

１  
口吉川町公民館  

三木市口吉川町殿畑 144  
久次・里脇・桃坂  

口吉川町公民館  

三木市口吉川町殿畑 144  
２６㎞  

２  
別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 

相野・高木西ＢＳ  

別所町郵便局  

別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 
２０㎞  
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 ※キロ程の（  ）書きは、変更前、下段は変更後を示す。  

 

 (2) 運送の区域（市町村福祉輸送に係るもの）  

区   域  備      考  

  

４．事務所の名称及び位置  

事務所の名称  位     置  

三木市役所  兵庫県三木市上の丸町１０番３０号  

 

 

５．事務所ごとに配置する自家用無償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数  

事務所の名称 

交通空白輸送  市町村福祉輸送  
合計  

(軽 ) バ ス 普通自動車 小 計 
寝台車 

(軽 ) 

車いす車 

(軽 ) 

兼用車 

(軽 ) 

回転シート車 

(軽 ) 

セダン車 

(軽 ) 

小 計 

(軽 ) 

三木市   ５  ５  
 

(  )  

 

(  )  

  

(  )  

 

(  ) 

 

(  )  

０  

(０ ) 

５  

(０ ) 

 

６．運送しようとする旅客の範囲  

交通空白地輸送  市町村福祉輸送  

①三木市口吉川町地内  

②三木市別所町地内  

③三木市自由が丘本町及び志染町自由が丘地内  

④三木市細川町地内  

 

 

７．路線又は運送の区域ごとの対価の額  

  （必要に応じ関係資料を添付のこと）  

  【路 線】  別紙のとおり  

  【対 価 の 額】  無  償  

 

３  
別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 

下石野・和田  

近藤・高木西ＢＳ  

別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 
１３㎞  

４  
別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 

相野・興治ＢＳ  

大山  

別所町公民館  

三木市別所町西這田 1-10 
１５㎞  

７  
細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
大二谷  

細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
２２㎞  

８  
細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
高畑・脇川  

細川町公民館  

三木市細川町豊地 55-1  
１７㎞  
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  【無償とする理由】   

◆当該地域の一部に路線バスはあるものの、バス停へ行くことすら困難な

高齢者が多く存在している状態である。  

このような状況に、地域住民の危機感は強く、「地域の助け合い」として、

住民による自主運行バスの組織が立ち上がっている。  

また、本市の特色である地域密着型の市立公民館が地域の中心にあり、

今後、ますます進行する少子高齢化社会の中にあって、まちづくりを進め

る上では、住民が自主運行する「地域ふれあいバス」が不可欠であり、前

述のとおり「地域の助け合い」が活動理念であることから、運賃は無償と

する。  

 

◆今回、口吉川ふれあいバスにおいて、９か所のバス停名の変更を行う。

これは、従来のバス停名の中には個人の氏名をフルネームで用いているも

のがあるが、地域に広く配布する時刻表であるため、個人情報保護の観点

から、名字のみのバス停名へ変更するものである。  

次に、別所ふれあいバスにおいても同様の観点からバス停名の名称変更

を行うとともに、新たなバス停名とする施設が現行のバス停から離れてい

る箇所については、バス停を当該施設前へ移動する。  

 また、細川ふれあいバスにおいて、定期運行時刻、予約運行時間帯及び

予約受付時間帯を変更し、利用者のニーズに対応し、ボランティア運転手

の負担軽減を図るものである。  

 加えて、細川ふれあいバスの高畑脇川線において、運行経路の一部を小

野市域を通るルートから市内を通るルートに変更する。これは、現行のル

ートでは大型トラックの通行が多いため、大型車の通行が少ない市内道路

に変更することにより安全性の向上を図る。  
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様式第 3 号  

 

運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿（口吉川町）  

 

 三木市が実施する自家用無償旅客運送について、運転者として就任することを

承諾致します。  

 
氏  名  住    所  

運転免許の種類  

区  分  種  類  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

※運転者は、国土交通大臣が認定する「市町村運営有償運送等運転者講習」を  

修了済みである。  

 ※中途加入する運転者は「市町村運営有償運送等運転者講習」を修了するまで  

運転できないこととする。  
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様式第 3 号  

 

運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿（別所町）  

 

 三木市が実施する自家用無償旅客運送について、運転者として就任することを

承諾致します。  

 
氏  名  住    所  

運転免許の種類  

区  分  種  類  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

※運転者は、国土交通大臣が認定する「市町村運営有償運送等運転者講習」を  

修了済みである。  

 ※中途加入する運転者は「市町村運営有償運送等運転者講習」を修了するまで  

運転できないこととする。  
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様式第 3 号  

 

運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿（自由が丘）  

 

 三木市が実施する自家用無償旅客運送について、運転者として就任することを

承諾致します。  

 
氏  名  住    所  

運転免許の種類  

区  分  種  類  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
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29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

 

※運転者は、国土交通大臣が認定する「市町村運営有償運送等運転者講習」を  

修了済みである。  

 ※中途加入する運転者は「市町村運営有償運送等運転者講習」を修了するまで  

運転できないこととする。   
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様式第 3 号  

 

運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿（細川町）  

 

 三木市が実施する自家用無償旅客運送について、運転者として就任することを

承諾致します。  

 
氏  名  住    所  

運転免許の種類  

区  分  種  類  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     
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28     

29     

30     

 

 

※運転者は、国土交通大臣が認定する「市町村運営有償運送等運転者講習」を  

修了済みである。  

 ※中途加入する運転者は「市町村運営有償運送等運転者講習」を修了するまで  

運転できないこととする。   
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様式第 4 号  

 

運行管理の責任者  就任承諾書  

（口吉川町・別所町・自由が丘【西】【東】・細川）  

 

 三木市が実施する自家用無償旅客運送について、運行管理の責任者として就任

することを承諾致します。  

 

 平成   年   月   日  

 

住  所   

氏  名  三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  
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様式第 5 号  

 

 

登録番号  ―――  

運送の主体  

(申請者名 ) 

三木市  

三木市長  仲田  一彦  

 

運行管理の体制等を記載した書類  

 

事務所名（  三木市役所  ）  

 

１．運行管理・整備管理の体制  

 （ア）運行管理の責任者の就任予定名簿  

No  氏   名  住     所  資格の種類  委託  

1 田中  栄一     

     

     

 

 

 

 （イ）整備管理の責任者の就任予定名簿  

No  氏   名  住     所  

1 藤本  宜之  口 吉 川 

2 吉田  一茂  別 所 

3 見口  敏郎  自由が丘【西】  

4 石原  昭典  細 川 

5 見口  敏郎  自由が丘【東】  
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 （ウ）運行管理・整備管理に係る指揮命令系統（口吉川町）  

 

 運行管理の体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事故処理連絡体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情処理体制  

 

 

 

 

 

 

運行管理の責任者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

代表者  

三木市  

三木市長  仲田  一彦  

電話 0794-82-2000 

運行管理の責任者の代行者  

口吉川まちづくり協議会  

地域ふれあいバス運行部会  

岩崎  孝夫  

電話   

運転者  

（別紙のとおり） 

運行管理の責任者がやむを得

ず不在となる場合の運行管理

を代行する者  

整備管理の責任者  

口吉川まちづくり協議会地域ふれあいバス運行部会  

藤本  宜之  

電話   

運転者  

（別紙のとおり）  

事故対応の責任者  

口吉川まちづくり協議会地域ふれあいバス運行部会  

常深  憲人  

電話   

代表者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

警察署                  消防・救急  

・兵庫県三木警察署（交通課）       ・三木市消防署  

 電話  0794-82-0110           電話  119 

地域公共交通会議（又は協議会）・運輸支局  

・三木市地域公共交通会議  

 事務局  三木市まちづくり部交通政策課  

 電話  0794-82-2000（内線 2297）  

 

神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門  

電話  078-453-1104 

苦情処理責任者  

口吉川まちづくり協議会地域ふれあいバス運行部会  

中野  公雄  

電話   

苦情処理担当者  

口吉川まちづくり協議会地域ふれあいバス運行部会  

岩﨑  久男  

電話   
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 （ウ）運行管理・整備管理に係る指揮命令系統（別所町）  

 

 運行管理の体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事故処理連絡体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情処理体制  

 

 

 

 

 

 

運行管理の責任者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

代表者  

三木市  

三木市長  仲田  一彦  

電話 0794-82-2000 

運行管理の責任者の代行者  

別所まちづくり協議会  

宮本  泰次  

電話  

 

運転者  

（別紙のとおり） 

運行管理の責任者がやむを得

ず不在となる場合の運行管理

を代行する者  
整備管理の責任者  

別所まちづくり協議会  

吉田  一茂  

電話  

 

運転者  

（別紙のとおり）  

事故対応の責任者  

別所まちづくり協議会  

國井  季彦  

電話  

 

代表者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

警察署                  消防・救急  

・兵庫県三木警察署（交通課）       ・三木市消防署  

 電話  0794-82-0110           電話  119 

地域公共交通会議（又は協議会）・運輸支局  

・三木市地域公共交通会議  

 事務局  三木市まちづくり部交通政策課  

 電話  0794-82-2000（内線 2297）  

 

神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門  

電話  078-453-1104 

苦情処理責任者  

別所まちづくり協議会  

大貫  俊彦  

電話  

 

苦情処理担当者  

別所まちづくり協議会  

近藤  健三  

電話  
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 （ウ）運行管理・整備管理に係る指揮命令系統（自由が丘町）【西ルート・東ルート兼務】  

 

 運行管理の体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事故処理連絡体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情処理体制  

 

 

 

 

 

 

運行管理の責任者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

代表者  

三木市  

三木市長  仲田  一彦  

電話 0794-82-2000 

運行管理の責任者の代行者  

ニコニコグループ  

見口  敏郎  

電話  

 

運転者  

（別紙のとおり） 

運行管理の責任者がやむを得ず不在

となる場合の運行管理を代行する者  
整備管理の責任者  

ニコニコグループ  

見口  敏郎  

電話  

運転者  

（別紙のとおり）  

事故対応の責任者  

ニコニコグループ  

石田  友紀  

電話  

代表者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

警察署                  消防・救急  

・兵庫県三木警察署（交通課）       ・三木市消防署  

 電話  0794-82-0110           電話  119 

地域公共交通会議（又は協議会）・運輸支局  

・三木市地域公共交通会議  

 事務局  三木市まちづくり部交通政策課  

 電話  0794-82-2000（内線 2297）  

 

神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門  

電話  078-453-1104 

苦情処理責任者兼担当者  

ニコニコグループ  

上野  保  

電話  

 

運行計画の調整及び計画表の作成  

ニコニコグループ  

石田  友紀  

三井  士郎  
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 （ウ）運行管理・整備管理に係る指揮命令系統（細川町）  

 

 運行管理の体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事故処理連絡体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情処理体制  

 

運行管理の責任者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

代表者  

三木市  

三木市長  仲田  一彦  

電話 0794-82-2000 

運行管理の責任者の代行者  

細川ふれあいバス  

實井  政治  

電話   

運転者  

（別紙のとおり）  

運転者代表  

北田  正晴  

電話   
運行管理の責任者がやむを

得ず不在となる場合の運行

管理を代行する者  

整備管理の責任者  

細川ふれあいバス  

石原  昭典  

電話  

事故対応の責任者  

細川ふれあいバス  

藤平  宗純  

電話  

代表者  

三木市まちづくり部交通政策課  

課長  田中  栄一  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

警察署                  消防・救急  

・兵庫県三木警察署（交通課）       ・三木市消防署  

 電話  0794-82-0110           電話  119 

地域公共交通会議（又は協議会）・運輸支局  

・三木市地域公共交通会議  

 事務局  三木市まちづくり部交通政策課  

 電話  0794-82-2000（内線 2299）  

 

神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門  

電話  078-453-1104 

運転者  

（別紙のとおり）  

運転者代表  

北田  正晴  

電話   

苦情処理責任者  

細川ふれあいバス  

今井  利一  

電話   

苦情処理担当者  

細川ふれあいバス  

池町  敏彦  

電話  


